
2023年3月28日　公正研究推進室会議決定

三重大学　公的研究費コンプライアンス教育・啓発活動の実施計画

対象者 第１四半期(4～６月) 第２四半期（７～９月） 第３四半期（１０～１２月） 第４四半期（１～３月）

全構成員共通

◆e-learning、誓約書への同意
・研究費の運営・管理にかかわる全ての構成員（科研費を採択された雇用関係にない者を含む）が
受講
・次の流れで受講する
　①誓約書への同意　②教材を通読　③理解度チェックテスト

◆e-learningの理解度が低い者へのフォローアップ
・理解度チェックテストの正答率が概ね８割以下の者に対してフォローアップ

◆コンプライアンス強化月間
・不正防止ポスター掲示
・相談窓口・告発制度の周知強化
・意識調査（Webアンケート）で、不正防止に対する構成
員の意識を把握

◆意識調査（Webアンケート）結果の
フィードバック
・意識調査の結果を集計・分析し学内へ周知

◆全学マネジメント会議
・　各職が果たすべき役割の確認
・不正防止計画に基づく取組、コンプライアンス教育・啓発
活動の年間実施計画
・相談・告発を受けた場合の対応の確認

◆全学マネジメント会議
・e-learningの実施状況を報告
・状況を踏まえた意見交換

◆全学マネジメント会議
・不正防止計画、コンプライアンス教育・啓発活動の実施
状況を報告
・状況を踏まえた意見交換

◆全学マネジメント会議
・不正防止計画、コンプライアンス教育・啓発活動の年間
報告
・次年度にむけた意見交換

コンプライアンス推進責
任者
（予算管理責任者である
部局長）

◆全学マネジメント会議
上記参照

◆全学マネジメント会議
上記参照

◆全学マネジメント会議
上記参照

◆全学マネジメント会議
上記参照

最高管理責任者
（学長）

総括管理責任者
（財務担当理事）

役員

◆（初任者向け）会計ハンドブックの配布
・コンプライアンスの基本的理解（諸規則の理解、相談窓口・
告発制度・モニタリング・懲戒制度等の不正防止の取組内容
の理解）
・研究費使用ルールの理解（自身の権限と責任、各研究費制
度と三重大学のルール、不正使用の具体例とペナルティ
等）

◆科研費説明会
・公的研究費の不正防止について周知

◆部局別研修会
・少人数（各部局所属の教職員１０名程度及び事務局関係部署）によるコミュニケーションを重視した研修会を部
局別に開催
・研究費使用に当たっての問題点・ルール等を具体的に話し合う

◆教育研究評議会
最高管理責任者（学長）から不正防止のビジョンの周知、意見交換

◆部局別研修会
上記参照

研究費から謝金、旅費等
の支給を受ける学生等

◆【随時実施】
・謝金、旅費等の支給を受ける学生等に対して支払に関するルールや禁止事項などを担当教員、事務等から説明
・内容について大学HPへ掲載

◆役員会
・監事監査結果の報告　　・監事監査、内部監査計画の報告
・結果、計画を踏まえた意見交換

◆役員会
・内部監査結果の報告　　・結果を踏まえた意見交換

コンプライアンス推進副
責任者
（予算管理補助者である
各事務長等）

◆事務マネジメント会議
・全学マネジメント会議における議論の内容の共有

◆事務マネジメント会議
・全学マネジメント会議における議論の内容の共有
・当該年度の使用ルールの変更点
・前年度の不正使用事例等
・各部局における不正防止の取組の情報共有

◆事務マネジメント会議
・全学マネジメント会議における議論の内容の共有
・各部局における不正防止の取組状況の報告
・e-learnigの実施状況の報告

◆事務マネジメント会議
・全学マネジメント会議における議論の内容の共有
・内部監査、ヒヤリ・ハット事例等を踏まえた事務手続
きの改善について意見交換

事務職員
（研究費の管理・運営に
関わる学生アルバイト等
を含む）

◆（初任者向け）会計ハンドブックの配布
上記参照

◆コンプライアンス推進副責任者からの情報共有 ◆コンプライアンス推進副責任者からの情報共有 ◆コンプライアンス推進副責任者からの情報共有

研究者・研究補助者
（研究費の管理・運営に
関わる学生アルバイト等
を含む）

年度途中の採用者は、随時配布


	改正

